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１ 調査の目的 

         麻機遊水地は、もともと低地であった地理的条件を生かし巴川の洪

水を調整するものであり、その築造前後において、地域住民との関わ

りが非常に強いところであった。 
現在、麻機遊水地の自然をテーマにした資料は比較的整理され、容

易に手に入れることはできるものの、人との関わりに関する、とりわ

け麻機遊水地を取り巻く風土（歴史、文化、地名、伝説・伝承、文化

財など）となると、資料が散在している状況にある。 
このため、風土に関わる資料を収集・整理するとともに、治水上の

安全を図る原点として、なぜ、そこが低地だったのか地理的条件を明

らかにし、なぜその周辺に人が居住したのか等を専門家等にヒアリン

グし、今後、策定を予定している「巴川水系河川整備基本方針」及び

「巴川水系河川整備計画」への反映や、川と親しむための地域活動に

活用する基礎資料とする。 
 

 

■調査地区の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図：記念誌大谷川放水路 

 

調査地区 
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２ 調査の内容 
１）麻機遊水地の地理的な理解 

         ①地形・地質に関する資料収集・整理を行う。 

 ②地形・地質の学識経験者へのヒアリングを行う。 

２）麻機遊水地周辺と人との関わり 

         ①居住環境に関する資料収集・整理を行う。 
３）麻機遊水地の風土・史跡 
①目的を踏まえた風土・史跡に関する調査項目を設定し、資料収

集・整理を行う。 

②麻機周辺で主に活動している地元住民、文化有識者等からの懇談

会形式のヒアリングを行う。 

         ③歴史・民俗学の学識経験者へのヒアリングを行う。 
注）麻機地区を中心に資料収集・整理し、麻機遊水池に係る地区につ

いて必要に応じて資料収集・整理を行う。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

３ 調査体系 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地理的な理解 

 

 

人との関わり 

 

 

風 土 

麻機遊水地及び周辺 

人との関わり 

地理的な理解 

地元関係者者へ

のヒアリング 

 

調査報告書 

地形・地質 

 

既往資料の 

収集・資料整理 

風土・史跡・民俗 

 

既調査項目の設

定及び資料収集・

整理 

 

地形・地質 

の学識経験

者へのヒア

リング 

歴史・民俗学

の学識経験

者へのヒア

リング 

風 土 

居住環境 
往資料の収集・資料

整理 
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●地理的な理解、人との関わり、風土の調査項目の設定 

項 目 分類 
地

理

的

な 

理

解 

 

 

地形・地質等 
 

地形・地質 

沼の誕生と河川形状 

人

と

の 

関

わ

り 

居

住

環

境 

 

 

市街地 

地区の地勢 
地区の歴史 
市街地の変遷 

水 害  水害の歴史 
巴川の治水 

交 通 船運 
道路と交通 

風 

 

土 

地

名

・

伝

説 

・ 

史

跡 

・ 

社

寺

仏

閣

・

民

俗

等 

地名・伝説等 地名 
伝説・民話・昔話等 

史 跡 文化財 

社寺仏閣 寺院 
神社 

暮らし 産業 

民俗（産業に関わるもの） 

信仰 

年中行事 
食生活 
麻機沼の暮らし 
麻機の生活 

教育 

風 景 景観 
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４ 調査 
４－１調査概要 

   調査は、麻機地区を中心に、既往資料を項目別に整理し、概要を紹介する。 

特に、地質については、静岡大学名誉教授土隆一先生に内容を見て頂区と共に加筆を、

民俗については、静岡産業大学情報学部教授中村羊一郎先生に「記念誌大谷川放水路」

の内容を再度見直していただきました。 

また、麻機村塾、麻機農協北支店婦人部の方々から地元の生活・暮らしなどの意見を

聞いた。 

 

項 目 分 類 概 要 主な出典 

地形・

地質等 

地形・地質 

 

麻機遊水地は、静岡平野の北部の山地と西側に突出する

賤機山等を背景にした扇状地である。 

麻機遊水地第 4 工区東縁近くの深さ 14.6m のシルト層中

から合弁の二枚貝ハイガイが 1 個体（縄文時代前期

6720±6014 Cy.B.P）と、近くのシルト層中から巻貝化石カ

ワアイ 2 個体を得ることができた。これら貝化石が得られ

たことによって、清水港から当時“古麻機湾”が 8km 以上

も西へ延びていたことや、その奥の海岸にはハイガイやカ

ワアイが生息するような砂泥底がひろがっていた情景であ

ることが明らかとなった。 

 

記念誌大谷

川放水路 

静大名誉教

授土先生の

調査コメン

ト 

沼の誕生と河

川形状 

麻機遊水地付近は縄文時代（約６０００年前）には清水

から麻機に至る奥深い入江になっていたが、弥生時代以降

には、ほぼ現在の海水面になった。 

麻機低地のすぐ北側の山地は流域も狭く、土砂をあまり

運ばなかったことにより、南端の標高 28m という高い扇状

地の頂点から流れた表流水や扇状地末端から湧き出した伏

流水が標高6mという最も低い所に集まって麻機沼を造った

と推察される。 

このため、もともと低地であったところに安倍川の本流

が乱流し、流れは低地を縫うようにして清水方面に流れ、

巴の字のように、蛇行していた。 

さらに、江戸時代になると徳川家康によって駿府城が築

造され、薩摩土手が造られたために安倍川の水量が減少し、

下流では長尾川や吉田川から流出した土砂が堆積し、流れ

が衰え麻機沼ができたと言われている。 

記念誌大谷

川放水路 

市街地 地区の地勢 

 

 

 

 

 

【麻機地区】 

麻機地区は、静岡市市街地の北方、約８ｋｍにあり、北

に標高 1,104m の文珠岳を控え、その南縁の山々に囲まれ、

西は、岬半島状の賤機山地が突出し、安倍川筋と境を接し、

特に、南は広汎な沖積地が展開している。また、かつて低

湿沖積地には、浅畑沼を始め、小沼、武平淵など沼や低湿

地が散在していた。 

近郊農村として、静岡市街地からはむしろ偏在的位置に

あったが、最近、巴川改修、耕地の区画整理の完成に伴う

道路整備による市街地までの時間短縮化や一般住宅地や団

地造成によることから、静岡市北部のベットタウンとして

の地域的性格を形成している。 

 

麻機誌 
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項目 分 類 概 要 主な出典 

市街地 地区の地勢 

 

 

 

 

【千代田地区】 

千代田地区は静岡市街地の東北部を占め、麻機地区と隣

接している。その大部分は平野で、一部は山地・河谷であ

る。平野部は安倍川扇状地の後背湿地で、浅畑沼に発して

清水港に注ぐ巴川の本支流が葉脈状をなしている。地区の

南部を北街道が東西に走っている。これに沿って西から都

市化が急速に進み、市街地を形成している。 

北部は郊外を隔て山間地につながり、長尾川が東の境界

をなしている。長尾川の中流部河谷に沿って、山懐深くまで

集落が点在している。 

区域の北側にある龍爪山は郷土の北を囲み、寒気を遮っ

て温暖な気候をもたらす。八合目に穂積神社が鎮座してい

る。 

千代田の基盤は農耕社会であり、地域は山村と平地村と

の二つに分けられ、そこには山の暮らしと野の暮らしがあ

る。土地の人々はたがいに「山家（やまが）」、「田所（た

どころ）」と呼び合ってきた。生活様式は風土の特性と有

機的に結びついた、きわめて生態系的なものである。 

 

 

千代田誌 

 

 

 

 

 

 

 

麻機の歴史 麻機及び周辺に古墳、史跡等の発見や日本武尊伝説があ

り、古い歴史を持つ。 

麻機誌 

市街地の変遷 

 

麻機村、千代田村は、昭和 9 年に旧静岡市（明治 22 年 4

月 1 日に市制を施行）に編入した。 

巴川流域で市街地の変遷を見ると、昭和 30 年以降急激に

市街地の開発が進み、昭和 30年には 21％にすぎなかった市

街地が昭和 45 年には 33％、昭和 55 年には 39％、平成 6 年

には 50％までにも達している。これらの開発は、山間部で

はなく、低地部の開発がほとんどである。 

麻機遊水地周辺も、明治・大正期には麻機遊水地周辺に

は幾つかの集落の分布がみられていたが、昭和５５年には

既成市街地と連坦した。平成６年には既成市街地の北側外

縁部にも市街化が進行していることがわかる。 

 

麻機誌 

水 害 

 

水害の歴史 地形的な特異性から、古くから水害を受け、江戸時代に

河川改修が行われている。 

麻機誌の歴史をみると、明治から大正にかけ、ほぼ毎年

大洪水に見舞われている。 

 

麻機誌 

巴川の治水 

 

 

巴川の治水は、江戸時代から大規模な巴川の浚渫や流れ

を変える工事が行われてきたが、おそらく慶長十八年

（1613）徳川頼宣の命によるものが最古のものである。 

江戸時代は、川の自普請（工事）により、村の自前事業で

あった。 

明治期も自前事業が続き、組合を設立して事業を行ってい

た。 

組合費と水害の続発により、村は二重苦となり、県に陳情

し、昭和３年県の河川法準用河川に認定される。 

戦後の食糧増産を目指した土地改良事業によって良好な

水田となった。 

昭和４０年から５０年頃には高度経済成長とともに巴川

流域の市街化が進み、台風などの大雨によって浸水被害が発

生するようになった。 

昭和４９年７月７日から８日にかけて発生した「七夕豪

雨」は巴川流域の総合治水対策事業への取り組みの契機とな

りました。 

河川整備区間により、工法が変わる 

 

 

麻機誌 

「麻機遊水 

地に蘇る生 

きものたち」 
（静岡県静岡 

土木事務所平 

成１３年） 
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項目 分 類 概 要 主な出典 

交 通 

 

 

船 運 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駿河誌によると、巴川の舟運開発は、慶長年間に手を付

けている。 

駿河志科（新宮高平著）では、清水・静岡の輸送路が「官

許」されていた。 

寛政９年（1797）には「お堀の水を農業用水に使用され

ることをから、水落～横内川～巴川の水路啓開を願いでてい

る。 

天保１４年（1843） 清水～巴川～横内川～駿府の通船ル

ートは清水湊が駿府の外港としての役割を持った。また、清

水湊～蒲原浜～富士川～甲府ルートにも通じている。 

この時代大事業である巴川通船路の再開発が企画され、

通船水路の石垣が近くの村の山々から切り出された。 

しかし、水野忠邦の改革も挫折しこの工事も「御指留」

となった。 

巴川沿岸は湿田であるため、住民は舟（農家は耕作船を

持っていた）を利用することが多く、田植えともなれば、

女は舟に乗り、男が細い道や畦道から舟を曳いていく。 

舟の耐用年数は約１０年であり、駿府の商人や金貸しか

ら１０年賦の借金で造った。 

 

麻機誌 

一般の通行や、米穀、醤油などの貨物輸送には、耕作船

を使うことは禁止され、長さ８ｍ余、幅約１ｍの「小廻り

船」と言われる５石舟を利用し、舟は一目でそれとわかる

ように、赤い布を付けた竹竿を、舳先に立てていた。 

昭和１２年頃まで、巴川などで舟を利用していた。 

 

麻機誌 

巴川運河 権力基盤を囲めるうえで家康が描いた計画では、駿府城

に海から直接物を運び込むための運河を造るはずだった。

実際、駿府城の石垣を築くために周辺の山から切り出され

た大量の石の一部は長尾川の上流から川をつかって運ばれ

ている。 

江尻から巴川をさかのぼれば上土までは舟が入る。だか

らこの構内川を拡幅すれば運河になる、という計画であっ

た。 

ところが工事に着手すると同時に大量の水が吹き出し、

成功の見込みは皆無、ということがすぐにわかったらしい。

即日中止になったとされている。 

 

記念誌大谷 

川放水路 

道路と交通 

 

 

 

明治 36 年の麻機新道が設けられる前は、すべて徒歩であ

ったが、道路整備後すぐに、農車の全盛時代となり、運搬

の重要手段となった。 

自転車は明治 43 年頃 2．3 台のみであったが、昭和 9 年

の市合併時には登録 1，600 台を記録している。 

人力車は、明治大正時代幡谷医師が 1 台所有のみ。 

乗合馬車は、大正の末年頃 1 台あり、始めは北村から後

には池ケ谷から浅間前まで不定期に営業していた。   

大正 5 年頃自動車が見られるようになり、昭和 7 年山下

自動車会社がバス運行の許可を得て、後に静岡電鉄となっ

て今日に至っている。 

自家用車も徐々に増加したが、ある時期から急速に増加し

た。 

 

麻機誌 
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項 目 分 類 概 要 主な出典 

歴 史 

 

地 名 室町頃までは麻服
あさはた

、浅服
あさはた

、麻機、麻畑、浅畑等いろいろ

に呼ばれていたが、江戸期になってからは大体浅畑に統一

して使用されていたようである。 

明治２２年正式に麻機村の呼称が固定した。 

麻機誌 

あさはた 

創立百周年 

記念誌 

地元ヒアリ 

ング 

 

伝説・民話・

昔話 

 

【麻機地区】 

①沼のばあさん、②むじな和尚、③きぴたの五郎左衛門、

④琴弾きの松、⑤きつね落しの毛皮、⑥池ヶ谷の天白、

⑦女ｹ谷、⑧肥付石、⑨お泊まりさん、⑩鈴石天神、 

⑪力石、⑫おたつ火、⑬日本武尊伝説 

 

【千代田地区】 

①十二艘川、②川合の水神様、③道白平、④けらはごの

松、④姥神社、⑤先宮、⑥川合神明社 

 

麻機誌 

千代田誌 

記念誌大谷

川放水路 

 

史 跡 文化財等 ●文化財 

 県指定工芸 鰐口（浅間神社） 

 県指定天然記念物 トウツバキ（池ヶ谷） 

 埋蔵文化財 

 

静岡市教育 

委員会資料 

社寺仏閣 寺院 

 

 

 

 

 

 

 

【麻機地区】 

①池ヶ谷地区 

桂林寺 

②有永地区 

聖楽寺、聖楽寺和観音堂、桃隠寺、大音寺 

③北地区 

 瑞雲寺、喜相院（廃寺）、西光寺（廃寺）、智徳院 

霊仙寺（廃寺）、光明寺（廃寺）、円光院 

麻機誌 

麻機村誌 

千代田誌 

神社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【麻機地区】 

①池ヶ谷地区 

天満宮（境内神 社荒神社） 

②南口地区 

神明宮（境内神社 春日神社、御嶽神社） 

③南奥地区 

 八幡宮、天神社 

④有永地区 

 大御戸神社、稲荷神社、天神社、山神社 

⑤羽高地区 

 津嶌神社 

⑥北地区 

 浅間神社（境内神社 西宮神社、荒神社、神明宮、 

      津島神社、市気嶋神社、今宮天神社、    

三峯神社） 

⑦東地区 

 日賀美神社（境内神社 金刀比羅神社、稲荷神社、鈴石

神社、火産霊神社） 

【八千代地区】 

①南沼上地区 

諏訪神社 

 神明宮（境内神社 金比羅神社） 

②川合地区 

神明社（境内神社 山神社、水神社） 

麻機誌 

麻機村誌 

千代田誌 
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項 目 分 類 概 要 主な出典 

暮らし 

 

産 業 

 

 

 

 

 

 

明治初年まで雑木林の薪が主。その一部の「どくえ」の

木が燈油原料。 

明治初年より茶が輸出されると雑木を開墾し、茶の栽培

を始める。 

明治 34 年頃に、茶から柑橘栽培に転換し、昭和初期頃主

産業となる。 

明治中期よりレンコン栽培が始まり、大正期には商品化さ

れる。昭和 10～15 年長蓮根からダルマ蓮根に切り替える。 

 

麻機誌 

地元ヒアリ

ング 

民俗 その他、レンコン栽培、水田の状況による稲作、田下駄、

稲作信仰の紹介 

 

信仰 麻機は庚申講が盛んだったので、庚申塔が昭和 53 年 3 月

現在１９基確認されているが、保存状態は様々である。 

年中行事 【麻機地区】 

初山、七草、田打ち、ドンドン焼き、マユ玉、二十日正

月、初牛、節分、山の神さん、おひなさま、農あがり、

盆、十五夜、お日待ち、イモウデ 

【千代田地区】 

麻機地区とほぼ同様であるが、山家（山間部）と田所（平

地部）では伝承度やその内容に違いが見られる。 

麻機誌 

千代田誌 

地元ヒアリ

ング 

食生活 江戸末期における村の人々の食生活は次のようであった。 

1．朝 味噌汁 1 杯（味噌各自自製）、温飯 

1．昼 冷飯、香のもの（沢庵）おかずなし 

1. 麦飯、極めて軽いおかず（無き時は香由もの） 

 

家でご馳走の日（麻機・千代田地区ほぼ同じ） 

  元日（雑煮）、小正月（雑煮）、寒あけ（豆まき）、三

月三日 ひなの節句、彼岸 中日（ぼたもち あげだん

ご）、茶振舞（茶節句）植上げ（田植完了）、野上り日

待ちの日、盆（池ヶ谷を除き八日一日）、土用入 アズ

キ（丑の日うなぎ多し）、秋披岸 お月見（だんごぬす

み）、秋お日待ち 亥の子 ぼたもち  

年越しそば 

 

昭和 40 年頃 

 生のハスの実、野草。９月頃にはレンコンが美味しい。 

冬には、作業しながら焼きみかんを食べた。 

肉類は、特にキジ、ウズラは美味しい。イノシシやウサ

ギも食べた。 

 

麻機誌 

千代田誌 

 

 

 

地元ヒアリ

ング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻機沼の 

くらし 

＜川の浚渫作業＞ 

  部落民は夏になると土砂をさらい、道づくりを行った。           

ひと夏の雨で勾配の少ない川底は泥が数尺溜まるため、

来年の田植前に部落民総出で川掘りを行った。女の人は土

手の草を刈りや、土手に上げられた土をならす。男はスコ

ップまたは四本歯の万能鍬で高い土手上に泥土をすくいあ

げて、川の清掃をして雨期を迎えた。また、巴川は長尾川

や吉田川の合流点まで出向いて行って掘った。モッコをさ

し合いで高い土手まで担ぎ上げる作業は随分と苦しい土方

だった。男は十六歳になるとかやく課役の任を負わされた。 

麻機誌 

地元ヒアリ

ング 
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項 目 分 類 概 要 主な出典 

暮らし 麻機沼の 

くらし 

＜川周辺の昆虫・野鳥＞ 

一時、トンボが激減したが、麻機遊水地により、数多くの

種類が棲息している。 

野鳥は徳川家康が駿府に隠居するとこの麻機沼へも狩猟

にくるほど多くの野鳥が棲息する。 

 

＜川の生物と魚取り＞ 

かつて、川の水がきれいで、数多くの水生生物が棲息して

いた。また、冬魚が集まって動けなくなっているのを入口

に竹のスダレをして逃げない様にしておいて、魚を取る 

「しまあげ」と言った方法が現在でも行われ、寒鮒（フナ）

の味は天下一品である。 

 

麻機誌 

地元ヒアリ

ング 

＜明治の児童の遊び＞ 

 男子 正月－たこあげ 

    春 －たこあげ・こま閑戯・めんこ・めじろ 

       とり・他 小鳥とり 

    夏 －魚つり・水泳・どじょうたたき 

    秋 －小鳥とり・メンコ・輪廻し 

    冬 －氷上のねつき・鳥とり・こま廻し 

    年間を通して縄とび 

  

女子 正月－まりつき・カルタ 

    春夏秋冬－おじゃみ（お手玉）・きしゃご・縄

とび・人形遊び・風船遊び 

＜服装＞ 

男の服装は、地主が羽織を着用したが、大方は半纏を着

ていた。羽織は儀式用であった。明治 10 年頃から村長格の

人は儀式用として山高帽を用いた。 

女の服装もお祭り以外に、少しきれいにすれば「シャレ

モノ」として非難された。 

この様相は第 1 次世界大戦末から昭和期にかけて少しず

つ変化し、男の農衣は明治 10年頃から七ツボタンの紺シャ

ツ、紺のもも引に変り、現在のような農耕服に変わったの

は昭和大戦時に軍服、国民服が流行してからである。 

昭和 20 年前後、配給により、苧麻（ちょま）の上下の服

があった。 

 

麻機の生活 ＜土地＞ 

明治維新となり徳川慶喜・家達は駿府故にはいった旧幕

臣もこれについて来たが居宅なく近郊の民家へ分宿した。 

武士崩れで威張った態度がぬけず「お泊まりさん」とい

う名称まで生れた。 

明治 9 年から数年間現在の土地台帳の源になる土地の測量

が行われ、土地の台帳ができ新しい地租の基礎を作ったが

明治初年頃までは、麻機地区は松平丹後守の領地であった。 

 

＜水との戦い＞ 

麻機水田面積は約 250 町（248ha）と言われている。この

うち、百町歩余りは旧浅畑沼の地域で明治初年は所謂「い

かり」と称して雨が降れば冠水した。 

俗に言う十年一作が文字通りで稲の収穫は不安定であっ

た。 

浅畑沼の開拓は元禄以来の懸案で、明治なってからは住

民の命をかけた仕事であった。 
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項 目 分 類 概 要 主な出典 

暮らし 麻機の生活 ＜下水問題＞ 

昭和の始めまでは、肥料の主なものは人糞尿であったの

で市内に生ずる之を肥桶で担いで運んだ。屎尿の値段が非

常に高く、大正年代米 1 俵（4 斗）につき 29 銭であった。 

化学肥料の進歩で、市では屎尿問題が起り、下水問題が

新たな問題として論じられる。 

 

麻機誌 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 

 

＜教育＞ 

学校は徳川末期には幡谷塾（後の習道舎）があり、麻機

学舎及読習舎などで志ある子弟を教えていた。その後安東

麻機組合村を作り安東学校に合併し明治23年町村制となり

麻機村の確立に伴い現在の位置に麻機尋常小学校を創立し

た。（明治 23年 3 月 28 日） 

 

麻機誌 

あさはた創 

立百周年記

風 景 景観 当地区の北側には文珠・竜爪山からの山並みが南に延び

て、賤機丘陵、浅畑丘陵と南沼上の丘陵に分かれている。 

 

丘陵地の間は、農地によるのどかな田園風景が広がる。 

水辺景観は、巴川と浅畑川が緩やかに南北に地区を流れ

る。また、その他安東川、七曲川、十二双川が流れる。居

住地が集積する北地区では、護岸が３面張りになっている。

その他は、土手のある河川風景となっている。 

河川沿いからは、北地区を除いて、周辺に障害となる施

設等が無いため、賤機、浅畑丘陵地が見え、北側遠方には、

竜爪山が見える。 

 

池ヶ谷のトウツバキ、柳田橋のエノキ、津島神社のカシ、

岩崎宅前の大エノキ、森宅の茶樹などの巨木等が地区の緑

のシンボルとなっている。北地区では沿道に桜並木が見ら

れるほか、巴川河川沿いに独立樹が数本見られる。また、

春近くには菜の花が巴川の一部区間の斜面一面に咲いてい

る。 

庚申塔が集落内等に見られる。 

 

賤機山裾には住宅や社寺仏閣の建物が広がり、浅畑丘陵

の南側には医療施設が集積し、南沼上の丘陵の東側には、

靜清卸売市場・流通センター、清掃工場等の大規模な建物

が立地する。 

北、羽高地区には、公営住宅や低層の住宅等が集積する

住宅団地の居住景観が広がる。 

東地区では曲がりくねった狭小な道路と低層の住宅によ

る落ち着いた集落景観を形成し、一部住宅団地も丘陵地の

麓に見られる。また、一部に狭小な道路沿いに、槙の生け

垣が続く。 

有永、南、池ヶ谷、唐瀬地区の県道山脇大谷線（麻機街

道）沿いには、集落の面影が多少残る住宅も見られるが、

１宅地裏側には、最近の住宅メーカーの住宅が多く建ち並

ぶ。 

 

地元ヒアリ

ング 

現地踏査 
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４－２ 麻機遊水地の地理的な理解 

１）地形・地質の資料整理 

（１）麻機沼の地形の歴史 
今から6,000年前の縄文時代前期には、海面が現在より114～116m低い位置にあったが、

海面が急速に上昇し、各地の海岸は後退し、現在より低かった沖積平野には、各地で入江

や湾ができた。 

静岡・清水平野の低地にも清水から麻機に至る奥深い入江を「古麻機入江」または「古

麻機湾」と呼んでいる。その他大谷の入江、小坂の入江などがあった。 

麻機沼の地下からは、当時入江に棲息していた貝の化石が出土している。 

古麻機湾の南側に有度山が存在するが、古い地図では「有渡山」と記され、その名は「海

門（うなど）」に由来するということから、「渡し」が行われたと推察される。 

また、「古麻機湾」と「古大谷湾」とはつながっていたのではという考えもあるが、ま

だ、確かな地質的な証拠は得られていない。 

 

6,000 年以降、海面は若干の昇降を繰り返しながら、現在の海水準まで低下していった。 

海面の緩やかな低下とともに、安倍川扇状地ができ、周辺の小河川から埋積作用が進み、

「古麻機湾」と「古大谷湾」は消滅して、沖積低地となり、そこに巴川や大谷川が流れる

ようになった。 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：記念誌大谷川放水路） 
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有度山は１２万年前の沖積平野が下図で示すように、南東から押されて地殻が波状にう

ねったように変形したため、ドーム状に隆起した。また、背後の山も隆起したことにより、

静岡平野から大井川平野にかけて凹地状に沈降し、そこに安倍川と大井川が流れ込み、静

岡平野と大井川下流平野を造った。 

「古麻機入江」や麻機沼の形成についても、この地域の最近地質時代の地殻変動が強く

影響していると推察されている。 

               

■静岡地域の最新地質時代の地殻変動図（土 1968） 
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（２）なぜ麻機沼ができたのか 

下図に示すように静岡平野の等高線をみると、賤機山南端を中心に扇状が広がっている。

扇状地は河川がしばしば流路を変えて扇状に流れるため、安倍川は南に延びた賤機山のた

めに平常は南に流れたが、時には東や北東にも流れ、運んできた砂礫を堆積させて、静岡

平野を造ってきた。麻機低地のすぐ北側の山地は流域も狭く、土砂をあまり運ばなかった

ことにより、南端の標高 28m という高い扇状地の頂点から流れた表流水や扇状地末端から

湧き出した伏流水が標高 6m という最も低い所に集まって麻機沼を造ったと推察される。 

さらに、江戸時代になると徳川家康によって駿府城が築造され、薩摩土手が造られたた

めに安倍川の水量が減少し、下流では長尾川や吉田川から流出した土砂が堆積し、流れが

衰え麻機沼ができたと言われている。 

 

■地形・断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：記念誌大谷川放水路 

 

 

（３）麻機遊水池の誕生 

     戦国時代が終わり、世の中が安定してくると人口も増え、この地域でも水田が開かれて

きたが、低地を流れる巴川は水はけが悪く、水田は１０年１作と言われるほどで、大雨

が降れば何日も水が引かず稲は腐ってしまった。このような状態を何とかしようと江戸

時代から大規模な巴川の浚渫や流れを変える工事が行われてきた。 

明治期の麻機沼は 0.5k ㎡もある大きな沼だった。静岡の都市化が進み、地下水利用の

増大により地下水位が低下し麻機沼は縮小していった。低地部や巴川の支流との合流点で

は土砂堆積のため、河床が上昇し、排水不良や低地の水害が幾度と無く繰り返していた。

さらに市街化が進むと、特に低地部では大雨の場合に溢水と湛水による被害が予想された

ため、明治 39 年から流路直線化による河川改修が始められた。 

戦後、食糧増産を目指した土地改良事業によって良好な水田となった。昭和４０年から

５０年頃には高度経済成長とともに巴川流域の市街化が進み、台風などの大雨によって浸

水被害が発生するようになった。 

特に、昭和 49 年７月７日～８日の「七夕豪雨」による静岡・清水平野の大規模な水害

を契機に巴川流域の総合治水対策事業への取り組み、大谷川放水路、麻機遊水地の整備が

行われ、平成１１年には大谷川放水路が完成し、麻機遊水地は５つの工区に分けて整備を

進め、３・４工区を整備し、１・２・５工区の整備を順次進めている。 

麻機遊水地 

麻機遊水地 
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（４）麻機遊水地周辺の地質 

  麻機地域の地質は、下図に示すとおり、泥層でその周辺は泥砂礫互層となっている。 

  泥層は表層 5mのうち泥質 80%が占める地域で、安倍川扇状地の末端にある麻機沼や大谷

の２地区のほか、山地の陰となる長沼、小鹿地区や麻機沼から清水平野へと通じる巴川

流域に多く見られる。 

  泥砂礫互層は砂礫泥の互層の地盤で、泥質が半分以上を占め、泥質地盤との境目に見

られる。 

 

■静岡・清水平野の表層地質図（土 1971 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、等高線の間隔に基づく地形の標高差と土壌断面や地質柱状断面図により、広汎

な麻機低湿沖積地域、巴川の扇状地（麻機地区）緩やかな扇状地域、麻機山東麓（崖錘）

の３つの地域に大別される。 

麻機低湿沖積地域は、古来常冠水地域として得意な地域的性格を呈していた。特に、

巴川と七曲川に挟まれた三角状の低湿地は、その表層位の堆積土壌から、泥炭性の地域

的な特徴が見られる。低湿沖積地には、標高７ｍ以下、凹状の低湿地と、中小河川の旧

河道、古小河川の旧河道、湖沼地の痕跡などがうかがえる。これら微凹地の表土は、砂

礫、砂混じりに大部分は有機質シルト、粘土、泥混じりの土層から成り立っている。ま

た、航空写真からは、芝原・羽高・南・時ヶ谷・各地区の一部に、地域的な色調の相違
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が見られ、含水比の高い泥質物堆積を表している。現在、蓮田に多く利用されている。 

これらの低湿地は、洪水期には遊水地の役割を果たし、後に洪水のたびに山地、崖錘

から砂土が押し出し、その埋堆の繰り返しで、次第に陸化された。 

麻機低湿沖積地域は、糸魚川－静岡構造線沿いにあり、盆地状の谷底平野の特徴を示

している。地表面の微地形、土地割の形態から見て、中小河川の痕跡は、むしろ比較的

新しいものと推測される。 

一方、巴川水系流域の中で、麻機低湿地は、河川の流入する土地条件からいって河水

の移動性の小さな水域である。これら閉じ込められた水域は、泥質堆積物の量比が多い

と言われている。したがって、河川の流路は移動しにくいが、その流路移動が少なけれ

ば氾濫の祭、泥炭や泥質堆積物が多量に堆積される。 

巴川自体の河状は、川幅が狭く、河川の分流は少ないため、安倍川と比べ土砂、砂礫

の運搬量は少ない。また、河床は後背地より低い。このことから、後背湿地への粗粒物

質（砂礫砂土）の供給を少なくしている。特に低湿沖積地の土壌構成は、広汎な面積が

泥炭質の堆積物質により構成される。 

また、一時的な氾濫より、冠水や湛水の期間が長いことなどが、後背湿地に泥炭のみ

厚く堆積し、地下水の上昇と相まって、軟弱地盤が形成されたものと推定される。 

麻機北区は、巴川水源部にあり、その支流寸光寺川は文珠岳南縁の山地に源を発し、

河谷の間隔をぬって、巴川本流に注いでいる。その河谷筋は、東西性の推定断層線の走

向と相まって、諸所に花崗岩や石英岩、輝緑石など、多彩な土壌の互層、不整合から成

り、いわゆる破砕帯に属している。 

河谷の小さな沖積地には、山地や崖錘から押し出された土石流や微細な砂礫など厚く

堆積している。等高線の走向追跡からみると、中条・大門・下条など住宅地付近まで傾

斜をなし、周縁には、棚状の水田が広がっている。いわゆる緩扇状地の性格を示してい

る。 

そのため、砂礫の供給量が多い関係、低湿沖積地ほど泥炭層が目立たない。 

寸光寺川の上流は、河床上昇に伴う天井川と化し、南の低湿地面に砂礫を運び出して

いた。特に、団地付近の河床は低湿地より約３ｍ下流にいくほど次第に高低差が小さい。

麻機小学校裏付近で約 1.5m であった。微地形的には、寸光寺川河谷地域と集落群が占居

する押出状緩扇状地域とに区分される。 

河谷狭さく部は、寸光寺川の天井川状とともに、川幅は狭く、河谷の勾配が急で、出水

の祭、鉄砲水のように流下し、河床には、崩壊の土石、砂礫が堆積し、河床の上昇が目

立っている。  

■麻機周辺地形分類図         ■麻機低地における等高線及び旧河道分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：麻機誌） 
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■麻機周辺地質分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：麻機誌） 

 

■ 県営圃場地区内の地質柱状断面図 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （資料 静岡・清水地域の地質 説明書 1967 静岡商工会議所抜粋） 

 

 

 

Ａ地点 Ｂ地点 
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  （６）土 壌 

     麻機地区の土壌構成上から見ると、多彩な土壌的メカニズムの特徴が地域的に顕示され

ている。南部地区と北部地区とは、相互に土壌型が相違している。土壌調査地点からは、

砂礫の厚さ、その間隔差が見受けられる。下図に示す地質柱状断面図からは、堆積環境の

時代変化に伴う、巴川の河道の安定化などが想定される。 

     賤機山東麓よりのＡ地点の柱状断面図からみると、地表から厚さ１ｍ表土で、それ以下、

礫まじりの砂層と、有機質粘土、シルト、泥混じり含有層が厚さ約７ｍにかけて構成され

ている。その層位間には、厚さ２、３ｍほどの薄い砂礫層が同じ間隔で挟まれている。 

     このことから、洪水期、賤機山地の山滑り崖錘からの土石流、砂礫の押し出しによる土

砂の堆積の痕跡と推定される。 

     また、Ｎ値の差異から、地盤軟弱の度合いをみると、当地点は、砂礫層部分で、１５内

外の数値、その下降層位は、平均１０の数値を示している。Ｎ値のピーク波は１２ｍ内外

の層位間に、上下の変動が見受けられる。このことから、地盤運動かあるいは、土壌堆積

期の地形変動の繰り返しが推定される。 

     Ａ地点、Ｂ地点のいずれも２つの層位間である有機質シルト、粘土、泥混じり含有層と、

砂と泥含有層から成っている。その位相間隔は、Ｂ地点はＡ地点より長く、厚さ５～７ｍ

層位間に、植物片の含有層が集中的に看取される。このことから、ある時期の湖・沼地化

の地形面を如実に反映しているものと言える。 

     巴川の氾濫や、低湿地の冠湛水に伴う土砂、砂礫などの堆積によって、河道が移動しに

くくなった。低湿沖積地の南半部は、長期にわたり広汎な後背湿地として残された。特に、

灰色の埴土、斑鉄や泥炭を含み、紫灰色の埴土など各層から成り、いわゆる厚い軟弱表層

（Ｎ値１，２の数値）が形成されたとも言える。 

     さらに、第４紀末、海面変化との関連づけも一想定であるが、麻機低湿沖積地内におけ

る地盤構造の解析には、土壌断面図やその分類資料などを吟味検討し、全体像の特徴づけ

の浮き彫りによってその位置づけを捉えるべきである。 

     下表から判断すると、厚さ１０ｍ以上に及ぶ軟弱な泥層が卓越し、その形成は河水の排

水不良、それに伴う冠・湛水の長時間、地下水位の上昇などによるものと言える。また、

土層中に、多量な腐植物や貝殻化石が含有するのは、背湿地性の堆積物と看取される。 

     ほかに、低湿沖積層の一部に、厚さ１００ｍ内外層位間に、礫土や円礫、砂土が連続の

含有は、まさに、三角州性の堆積物と看取される。したがって賤機山東麓寄りと、麻機低

湿沖積地では、土壌構成からと、その質的メカニズムに地域差が見いだされる。 

     すなわち、低湿地域内では、ラグーン性の堆積物と、三角州状の堆積物とに大別される。 

    したがって、麻機低湿地沖積地は、泥質性堆積から三角州性の低湿堆積へを変遷された縮

図の一端と推定される。 

      

■県営第１．４工区における圃場区画と土壌 

 調査地点の分布図 

 

      （資料：麻機誌） 
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    ■麻機低地（第１工区）及び（第４工区）の土壌調査地点の概要表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■麻機低地（南土地改良区）の土壌調査地点概要表 

       

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

■第１・第４両工区内の土壌型 

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

 

 

（資料：麻機誌）       
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   ２）最近の調査から言えること 

巴川流域麻機遊水地第４工区の調査用ボーリングコアから得られた貝化石及び泥炭の 
14

 Ｃ年代について 

   

静岡大学名誉教授地球科学  土 隆一 

                                  

      麻磯遊水地第 4 工区の東経近く、七曲川北倒の調査用ボーリング G－7 のコア〈深さ

全長 17m〉のシルト層中から、珍しく合弁の二枚貝化石Ａnadara granosa ハイガイ 1 個

体と巻貝化石Ｃerithidea djadjariensis カワアイ 2 個体を採取することができた〈図

1,2,3〉。そこで、ハイガイと泥炭層の
14

 Ｃ年代測定を地球科学研究所（名古屋）に依頼

して結果が得られたので、それに関して明らかになったことを以下に述べる。 

 

（１）ハイガイの
14

 C 年代とその古環境： 

 合弁のハイガイ 1 個体は地表からの深さ 14.6m のシルト層中から、またすぐそばでカ

ワアイ 1個体が得られた（写真 1,2）。ハイガイの年代は 6720±60
14

 Cy.B.P（B.P は 1950

年以前）、なお、カワアイのもう 1 個体が近くの深さ 14.5m のシルト層中からも得られ

た。 

           ハイガイは中部日本以南の内湾奥泥底干潟に生息しているもので、カワアイは本州以

南の内湾の河口近くの砂泥底に生息している。得られたハイガイが合弁であることや、

カワアイがコアの砂泥層から容易に見出されたことを考えると、これらは運ばれてきた

ものというよりは、本来その付近に生息していた自生的な環境を示すと考えることがで

きる。 

           ハイガイの6720±60
14

 Cy.B.Pという年代から見ても、当時は縄文時代の前期にあたり、

現在より温暖で数ｍほど高海面だった時期とされ、当時は清水港付近からこの辺りまで

入江が伸びていた“古麻機湾”形成の時期で、この付近は当時の入江の奥に位置し、こ

れらの貝が生息するような環境にあったことを裏付けるものと思っている（図 4）。 

 

（２）泥炭層の年代とそれから推定される堆積速度： 

      上記ハイガイの年代に関連して、泥層よりはるかにゆっくりと堆積すると思われる泥

炭層の堆積速度を調べて見た。泥炭層の最下部近くの地表下 6.3－6.4m の泥炭の年代と

しては 4480±70
14

 Cy.B.P が得られた。これより上位は殆どが泥炭層から成るので、この

年代あたりから古麻機湾の奥では泥炭が堆積する環境になったと思われる。 

      なお、ハイガイ産出層準の深さ 14.6m から泥炭層最下部近くの深さ 6.4m までの厚さ

8.2m は、多少の泥炭が混じるものの、大部分は泥層または砂層なので、その平均堆積速

度を計算して見ると、およそ 1m につき 273 年となる。また、泥炭層の深さ 6.4m から現

在に近い深さを 0.9m とし、その厚さ 5.5m について堆積速度を概算してみると、およそ

1m につき 800 年ということになった。 

 

（３）まとめ 

      以上述べてきたように、麻機遊水地第 4 工区東縁近くの調査用ボーリングコア G7 の

深さ 14.6m のシルト層中から合弁の二枚貝ハイガイが 1 個体得られ、その年代は縄文時

代前期にあたる 6720±60
14

 Cy.B.P であることがわかった、近くのシルト層中から巻貝化

石カワアイ 2 個体も容易に得ることができた。これらは縄文時代前期の高海面期に当時

の清水港から延びていた古麻機湾の奥の海岸砂泥底に生息していたと思われる。これら

貝化石が得られたことによって、清水港から当時“古麻機湾”が 8km 以上も西へ延びて

いたことや、その奥の海岸にはハイガイやカワアイが生息するような砂泥底がひろがっ

ていた情景であることが明らかとなった。なお、この砂泥層の堆積速度は 1m につきお

よそ 273 年、その上位の泥炭層 5.5m は 1m につきおよそ 800 年という堆積速度が得られ

た。 
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     図１ 麻機遊水地第４工区の平面と貝化石が得られたボーリング位置 

（国土地理院 25,000 分の 1 地形図「静岡・清水」による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 麻機遊水地第４工区の平面と貝化石が得られたボーリング位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボーリング位置 
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 図３ ボーリングＧ－７の地質柱状図および貝化石の産出層準と
14

 C 年代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図４ 縄文時代以前（約 6,000 年前）の静岡・清水平野と古麻機湾・古大谷湾と麻機遊

水地の貝化石産出地点 
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４－３麻機遊水地周辺と人の関わり 
１）居住環境の資料整理 

（１） 地 勢 

① 麻機地区 

麻機地区は、静岡市市街地の北方、約８ｋｍにあり、北に標高 1,104m の文珠岳を控え、

その南縁の山々に囲まれ、西は、岬半島状の賤機山地が突出し、安倍川筋と境を接し、特

に、南は広汎な沖積地が展開している。また、かつて低湿沖積地には、浅畑沼を始め、小

沼、武平淵など沼や低湿地が散在していた。 

近郊農村として、静岡市街地からはむしろ偏在的位置にあったが、最近、巴川改修、耕

地の区画整理の完成に伴う道路整備による市街地までの時間短縮化や一般住宅地や団地造

成によることから、静岡市北部のベットタウンとしての地域的性格を形成してきている。 

当村の土地開発の変遷は、巴川の氾濫や冠水、湛水による内水災害など、まさに村人の

生活、営農あるいは集落など独特な人文景観の様相に大きな影響を与えてきている。 

         (資料：麻機誌) 

    ② 千代田地区 

千代田地区は静岡市街地の東北部を占め、麻機地区と隣接している。その大部分は平野

で、一部は山地・河谷である。平野部は安倍川扇状地の後背湿地で、浅畑沼に発して清水

港に注ぐ巴川の本支流が葉脈状をなしている。地区の南部を北街道が東西に走っている。

これに沿って西から都市化が急速に進み、市街地を形成している。 

北部は郊外を隔て山に繋がっている。そして長尾川が東の境界をなしている。長尾川の

中流部河谷に沿って、山懐深くまで集落が点在している。 

     区域の頂点ともいうべき竜爪山は郷土の北を囲め、寒気を遮って温暖な気候をもたらし

ている。八合目に穂積神社が鎮座する竜爪山は郷土の鎮守的な山である。 

    

注）竜爪の名義について「時雨峰」からきているといわれる。実際、竜南の人々が雨乞いの山あるいは農耕

の山として信仰を寄せてきた。薬師岳と文珠岳を総称して流爪山という。 

  

千代田の基盤は農耕社会であり、地域は山村と平地村との二つに分けられる。 

そこには山の暮らしと野の暮らしがある。土地の人々はたがいに「山家
や ま が

」、「田所
たどころ

」と

よび合ってきた。生活様式は風土の特性と有機的に結びついた、きわめて生態系的なもの

である。 

山家と田所それぞれの社会における生活様式の特徴と民俗生活の展開を次に概観して

みる。（なお、「山村」の語は普通名詞として用い、「山家」は当地域を指す語として用

いることにする。「平地村」と「田所」も同様である。） 

     北沼上・南沼上の両地区が山村（山家）の範疇に属する。竜爪山塊から長尾川本流・則

沢川の二つの渓流が発し、平山集落の下で合流、河谷を南流して平地に臨んでいる。川の

延長はきわめて短距離ながら、東海地方特有の川の相貌を呈している。 

     河谷は北に向かって鋭い切れ込みをみせ、長尾川の西岸に山脈に接して北沼上・南沼上

の集落が点在している。千代田地区最奥の集落である則沢は、北西に切れ込んだ支谷にあ

る。則沢川に臨む山麓の緩斜面に三つの集落が点在し、川を挟んでそびえる山岳斜面の田

んぼを経営している。 

一方、千代田地区の大部分は平地村（田所）で、田所の呼称が示すように田園地帯であ

る。当地域一帯は安倍川の後背湿地で、川や沼が多く湿潤である。浅畑沼に発し支流を集

めて流れくだる巴川は出水の度に長尾川の水が逆流するなどのため流域開発が遅れた。

「新田」のつく地は江戸時代の開発になったものである。長年の竣深の結果、かつての湿

田も大部分乾田となり、人々は安んじて生活できるようになった。 

（資料：千代田誌） 
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（２）麻機の歴史 

   麻機地区の居住関連の主な歴史的概要を次に示す。 

  
 ①弥生時代 

この時代、麻機地区への居住は、不明であるが、次のような調査結果も見られる。 

従来、縄文時代の生活は有度丘陵と庵原丘陵を主舞台とした狩猟・漁労・採取活動が想

定されていた。低地が舞台となるのは弥生時代になってからで、低地における水田稲作を

経済経済基盤とし、古墳時代に入ると水田地帯を取り込む古墳を造営してきたと考えられ

てきた。 

しかし、発掘調査など新資料とそれに伴う既存資料の再検討によって、縄文時代には、

野山だけでなく、海や川での生業活動もかなり活発であったことや低地における人々の活

動状況を想定できるようになってきている。また、弥生時代の後期後半代ではふたたび丘

陵地へ居住を移した遺跡も発見されている。 

 

 

 

 

           

 

弥生時代の丘陵地居住      弥生時代の低地居住 

 

（資料：静岡・清水平野の弥生時代 1988 静岡市立登呂博物館） 

 

 ②古墳時代 

  当地区の南、有永、池ヶ谷地区に古墳があり、太刀、土器などが出土している。 

また、麻機地区周辺にも多くの古墳が分布しており、浅間神社の丘陵地にある賤機山古

墳の他、谷津山の柚木山神古墳、小鹿堀之内、向敷地古墳などがある。 

このことから、この時代には麻機地区に定住していたと思われる。 

また、有永地区の「皇の池」の地名から日本武尊伝説がある。 

 

③鎌倉時代 

 この時代の銅鏡や骨壺などが出土している。 

 

④室町時代 

 北地区に、静岡県指定文化財となっている浅間神社の鰐口（天文 3 年）がある。 

 

⑤今川統治時代 

 産業の開発や保護に力を入れるとともに、領民を大切に扱っていた。 

 

 ⑥武田統治時代（1568～1582 年） 

  武田家の家臣の流れをくむ家が数多く存在する。（ヒアリングより） 

 

 ⑦徳川時代（1603～1656 年）  

  家康の隠居時代、江戸の人口 15 万人、駿府の人口 10 万人が居住していた。家康は、鷹

狩りに麻機地区に訪れている。 
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 ⑧小島藩時代 

  明暦２年（1656 年）に小嶋領となり、藩主は禄高１万石の大名松平氏であったため、領

民も重税に苦しめられ、百姓一揆もおこった。 

 

 ⑨明治時代（1868～1912 年） 

  明治７年習道舎と読習舎から麻機小学校設立する。 

  明治２２年市町村制施行により、池ヶ谷、南、有永、羽高、北、東、浅畑新田の７ケ村 

 が安部郡麻機村となった。 

  明治３４年麻機街道が安東村を挟み静岡市と通じることにより、麻機地区の近代化が始

まったと言ってもよい。  

 

（３）市街地の変遷 

  ①市域の変遷と麻機、千代田村の編入 
旧静岡市は、明治２２年４月１日に市制を施行し、周辺の村を編入しながら、市域を拡

大し、平成１５年４月には、旧清水市との合併が行われ現在の静岡市となった。 

そのような変遷の中で、当地区の関わる麻機村、千代田村は、昭和９年に旧静岡市に編

入した。 

■編入年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：静岡市総務課） 

 

■編入後の人口と面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：静岡市総務課） 

編 　入 　年 編 入 及 び 変 更 地 域
編 入 後 の
人 口 　(人 ）

編 入 後 の
面 積 （ｋ㎡ ）

明 治 ２２年 市 政 政 行 37,681 4.36
明 治 ４１年 安 部 郡 豊 田 村 、南 安 東 の 一 部 を編 入 51,111 5.03
明 治 ４２年 安 部 郡 南 賤 機 村 の 一 部 を編 入 54,404 6.14
昭 和 　３年 安 部 郡 豊 田 村 の 全 部 を編 入 102,773 20.87
昭 和 　４年 安 部 郡 安 東 村 、大 里 村 の 全 部 を編 入 129,039 37.94
昭 和 　７年 安 部 郡 賤 機 村 の 全 部 を編 入 149,470 73.34

昭 和 　９年
安 部 郡 千 代 田 村 、麻 機 村 、大 谷 村 、久 能 村 、
長 田 村 の 全 部 を編 入 191,005 14.88

昭 和 ２３年 庵 原 郡 西 奈 村 の 全 部 を編 入 220,284 159.96

昭 和 ３０年
安 部 郡 美 和 村 、服 織 村 、中 藁 科 村 、南 藁 科
村 の 全 部 を編 入 293,749 293.89

昭 和 ４４年
安 部 郡 大 河 内 村 、梅 ヶ島 村 、玉 川 村 、井 川
村 、清 沢 村 、大 川 村 の 全 部 を編 入 410,294 1,146.19

平 成 １５年 旧 静 岡 市 と旧 清 水 市 の 合 併 703,194 1,373.89

編 入 年 月 日 (旧)　静　岡　市

　明治22年 4月 1日 市制施行

　　　41年10月 2日 安倍郡豊田村、南安東の一部を編入

　　　42年 7月 1日 安倍郡南賤機村の一部を編入

　昭和 3年10月 1日 安倍郡豊田村の全部を編入

　　　 4年 3月 1日 安倍郡安東村、大里村の全部を編入

　　　 7年 4月 1日 安倍郡賤機村の全部を編入

　　　 9年10月 1日 安倍郡千代田村、麻機村、大谷村、久

能村、長田村の全部を編入

　　　23年 4月10日 庵原郡西奈村の全部を編入

　　　30年 6月 1日 安倍郡美和村、服織村、中藁科村、南

藁科村の全部を編入

　　　33年 4月 1日 清水市大字中吉田、大字平沢の全区域

並びに大字谷田、大字中之郷の一部を

編入

　　　44年 1月 1日 安倍郡大河内村、梅ヶ島村、玉川村、

井川村、清沢村、大川村の全部を編入

　　　 5年 1月 1日 清水市大字中之郷、大字谷田の一部を

編入、静岡市大字中吉田、大字谷田の

一部を清水市へ編入

　　　 9年 7月 1日 国土地理院に基づく変更

　　　13年 2月 1日 国土地理院に基づく変更

　　　15年 4月 1日 新「静岡市」誕生（旧静岡市と旧清水市との合併）
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③市街化の変遷 

旧静岡市では明治２２年に市制施行後、何回か周辺の村を編入しながら、市域面積と

人口が拡大していった。 

巴川流域では、昭和３０年以降急激に市街地の開発が進み、昭和３０年には２１％に

すぎなかった市街地が昭和４５年には３３％、昭和５５年には３９％、平成６年には５

０％までにも達している。これらの開発は、山間部ではなく、低地部の開発がほとんど

である。 

    麻機地区も下図で示すとおり、明治・大正期には麻機地区周辺には集落の分布がみら

れていたが、昭和５５年には既成市街地と連坦し、平成６年には既成市街地の北側外縁

部にも市街化が進行していることがわかる。  

 

 

  

 

■市街化経年変化図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：記念誌大谷川放水路 
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④人口集中地区（ＤＩＤ地区）の推移 

   

                ■人口集中地区の人口及び面積の推移 資料：各年国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

 

  ■昭和３５年と平成１２年のＤＩＤ区域図 

                 資料：平成３５年、平成１２年国勢調査 
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   人口集中地区（以下Ｄ

ＩＤという）の推移を見

ると、ＤＩＤ内の人口は

昭和３５年から増加し続

けるが、平成２年から停

滞傾向が見られる。 

また、面積は平成１２

年をピークに減少してい

る。 

 

   昭和３５年のＤＩＤの

区域は、駿府公園を中心

に四方に広がった区域で

あったが、平成１２年で

は、北東、南、南西地方

面に大きく伸びているこ

とがわかる。 

   麻機地区方面への拡大

区域は他と比べると大き

くないが、麻機地域の北

地区は既成のＤＩＤから

飛び出したＤＩＤを形成

している。これは、住宅

団地が建設されるなどに

よる人口増加によると思

われる。  
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＜地図に見る市街地の変遷＞             

■明治時代の地図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大正時代の地図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■昭和 58～61 年の地図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：記念誌大谷川放水路） 
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  （４）水害の歴史 

     麻機村の近年の歴史を見ると、明治から大正にかけて、毎年のように大洪水に見舞われ

ていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

（資料：麻機誌） 

西紀 年号 麻機関係
1854 安政元年 安政大地震

1868 明治元年 お泊まりさん

1875 明治８年 石高政を廃止反別性により地租改正

1875 明治９年 土地の測量が始まる

1880 明治１３年 株場事件

1881 明治１４年 大審院上告

1889 明治２２年 村制施行　初代村長　織田喜作

1890 明治２３年 大洪水

1891 明治２４年 ラムネ流行

1892 明治２５年 静岡大火

1897 明治３０年 大洪水

1898 明治３１年 大洪水

1899 明治３２年 和歌山よりネーブルオレンジの苗購入し、村内に配布

1900 明治３３年 大洪水

1901 明治３４年 浅機街道着工

1902 明治３５年 大洪水

1903 明治３６年 浅機街道竣工し、県道に編入。大洪水

1908 明治４１年 大洪水

1910 明治４３年 大洪水

1911 明治４４年 大洪水

1914 大正３年 大洪水

1915 大正４年 大洪水

1918 大正７年 私設消防創設。巴川の改修古庄まで終了

1920 大正９年 大洪水

1921 大正１０年 麻機産業組合創立

1922 大正１１年 乗合い馬車営業開始

1923 大正１２年 大洪水

1924 大正１３年 忠魂碑建立

1925 大正１４年 柑橘一元集荷

1926 大正１５年 大洪水

1927 昭和元年 株場事件大審院訴訟判決の結果全村分割決着（１戸４反分）

1928 昭和２年 市のゴミ捨て進む。大洪水

1929 昭和３年 大洪水

1932 昭和７年 山下自動車バス営業開始。大洪水

1933 昭和８年 市村合併。麻機尋常高等小学校と改める

1936 昭和１１年 市道池ヶ谷八ッ口間６ｍに拡幅

1939 昭和１４年 婦人もんぺを着用

1940 昭和１５年 ザリガニ増える。漆山荘落成。柑橘一元集荷

1944 昭和１９年 麻機産組改組

1945 昭和２０年 麻機農業会発足

1946 昭和２１年 電発始まる

1947 昭和２２年 麻機川改修２次工事竣工

1956 昭和３１年 安東中学に統合

1959 昭和３４年 土砂流入被害大

1960 昭和３５年 大洪水

1961 昭和３６年 麻機小学校校歌ができる

1974 昭和４９年 台風８号（（七夕豪雨）の猛威大被害
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（５）巴川の治水 

巴川の治水については、麻機地区の各村をはじめ沿岸住民の血と汗との歴史が読みと

れる。 

 

①概 観 

 

ⅰ巴川の川さらい 

巴川は古くは「江尻川」と呼ばれていたらしい、巴川には北側から長尾川、南側から

は後久川、吉田川などが合流してくる。しかし、巴川は麻機から海までの高低差がきわ

めて少ないので、合流する川から排出される土砂がすぐに堆積してしまい、水流が滞っ

て周辺の耕地が冠水する。したがって常に排水に心を配っている必要があった。合流点

に溜まった土砂をかき出すのは水の落口をもつ村の責任であった。 

流域の村むらはこうした問題には早くから自主的に対処してきたが、享保 15 年（1730）

に村むらが合同して大規模な浚渫工事（洲浚普請）が行われた。 

駿府代官の指揮のもと、村高に応じて延ベ 5 万 1112 人が動員されたという。そして翌

年からは、毎年村高に応じて人足 3000 人、1 日あたり米 1 升の扶持米での「定浚」が行

われることになった。この形式での浚渫工事はこのあと長く続いた。 

ところで、ここで因った問題が生じた。排出土砂の捨て場である。たとえば、吉田川

と巴川との合流点では、さらった土砂が高く積もってしまい、中吉田から竜爪山にマグ

サを採りに行くための道が通れなくなった、という訴えすら出ている。後の話、『庵原

郡誌』には、長尾川の下流にある松林の小山は、長尾川と吉田川を浚渫した時の土砂が 

溜まったもの、と書かれている。 

土砂を麻機沼に運んで深場に捨てようという計画もあった。かきあげた土砂は舟に積

んで運ぶという。そのための専用舟が 20艘必要になるが、うち 10 艘は公費で、10 艘分

は拝借金で建造し 10 年賦で返済する、というものである。この計画に対し、公費の 10

艘は 2 艘にした上で許可はおりたようだ。 

ただし、この計画が実行されたという記録はない。 

仮に大々的に沼に捨てるとなれば、逆に沼の遊水機能が低下するから排水路を造らね

ばならなくなる。どちらにしても、厳しい話であった。 

なお、この文書のやり取りのなかで、上ケ土新田・川合新田・下足洗新田・南村の 4

ケ村に、作場船すなわち日常の農作業に使う船が 46 艘あると記されている。戦後の写真

にも小さな川舟が写っている。この地域の農業が水との戦いの連続であったと同時に、

その水をうまく生かした暮らしを営んでいたことを物語っている。このような環境に大

規模に適応しているのが有名な茨城県の水郷である。開発の方向が違えば、このあたり

が駿河の水郷になっていたかもしれない。 

  （資料：記念誌 大谷川放水路） 

 

ⅱ長尾川の流路付け番え計画 

洪水対策と新田開発を目的に長尾川の流路を付け替えようという計画もあった。 

早くは元禄 15 年（1702）、伝馬町の惣左衛門らの提案がある。河道の付け替えにより

田地が四、五百石分潰れる代わりに新田が千石余りでき、洪水も防げるというものだ。   

ところが、地元からは、かえって被害が出るだけだという反対があって許可はおりな

かった。 

次いで享保 9 年（1724）には 18 ケ村が新規の計画をたて、江戸町人と共同で実施の段

階までいったが中止となった。これは同 13 年にあらためて申請を出した江戸町人の神沢

清助に工事の許可がおりたが、工事方法がずさんであるとして中止を命じられた。清助

の工事はよほど乱暴なものだったらしい。このあと、何回も後始末をきちんとしろとの

要求が村から出されている。結局、長尾川の付け替え工事は実現しなかった。 



 31

 天保 14 年（1843）には老中水野越前守の命で、幕府によって大規模な流路変更工事が

着手されることになった。15 歳以上 60 歳までの男子をすべて動員し、排水のための掘

割工事を始めたが、これも政策変更によって中止のやむなきに至った。千代田村の上ケ

土、有度村の掘込にはその跡が残っているという（『安倍郡誌』）。 

（資料：安部郡誌） 

 

ⅲ果てしなき浚渫作業 

 巴川の浚渫作業は、いつ果てるともない繰り返しであり、沿岸の村むらには大変な負

担であった。 

そこで費用をまかなう方策として、江戸時代後半になって急速に発展した町人の経済

活動を利用する計画がたてられた。元金を設定して貸付け、利子を貯め込んで十分な資

金を作り、次に改めてそれを貸付け、その利子を工事費にあてるという仕組みである。 

 『巴川治水沿革誌』掲載の文化 3 年（1806）の文書によって具体的に説明すると。 

まず、最初の資金は 1500 両。そのうち 300 両は調達金といい、数年前から関係村むら

が日掛けで貯めてきた資金、1000 両の才覚金は幕府およびその周辺の商人 8 人が出資、

残りの 200 両は幕府の金蔵から融資、という内容である。これを役所が希望者に貸付け、

出資者には一定の利子を払いつつ 15 年にわたって利子の一部を貯めていく。15 年後、

商人や役所から借りた金をすべて返済し終わった時、手元には 3800 両ほどが残る。これ

を改めて役所を通じて貸し付けていけば、計算上は年々の利子だけで十分工事費を賄え

る。こうしたやり方は当時広く行われ、静岡の浅間神社社殿の修復を目的にした資金 

は「浅間金」と呼ばれた。巴川の計画も実際に行われ、やがて明治維新を迎えるのだが、

大きな変革のなかで官辺に貸した金は回収できなくなったと記されている。 

（資料：記念誌 大谷川放水路） 

 

②時代別の治水 

時代別に治水の状況を次に示す。 

 

ⅰ江戸期の治水 

駿河記によると巴川改修は、おそらく慶長十八年（1613）徳川頼宣の命によるものが

最古のものではないかとしている。旧村誌は浚渫事業の項のもとに、改修事例として正

徳元年（1711）以降のものを年代のみ列挙しているが、前記慶長時を含めて、もう少し

早い時期から改修がはじまっていたのである。「巴川治水沿革誌」（大正五年 1916 年刊、

以下『沿革誌』という）に多くの詳細な事例を載せている。 

       「沿革誌」は元禄七年（1694）の中富田村年貢割付文書から、元禄七年当時すでに巴

川浚渫工事が行われ、その工事のため年貫の軽減、浚渫土の置場所分の年貢減免が認め

られていたことが記述されている。元禄十六年（1703）５月には浅畑沼新田開発請負人

（駿府町人たち）が巴川から浚渫した土砂の置場を中吉田村地内に設け、その場所（つ

ぶれる畑）の年貫を請負人が負担しようと駿府代官に申し出ている。この文書の中に「自

分入用金を以て浚
さら

い仕り」とあるのは、新田開発に伴う巴川改修を自弁で施工というこ

とである。 

正徳五年（1715）正月の代官所宛の文書では、この年にも瀬
せ

浚
ざら

い御普請（岩崎文書）

があり、村内三ケ所もが土砂置場にされることに対し村からの苦情・抗議であった。さ

らに同年７月には中吉由村民は実力行使に出で、吉田川・巴川合流点の工事場を切り崩

すという事件が起っている。これに対し後述の１８村より中吉田村支配の曽我周防守に

対し口上書による訴状が出された。 

この訴状からも、すでに元禄六年（1693）にも代官直轄工事があったことがわかるが、

ともかく、浚渫工事により損害が生ずることは中吉田村にとって我慢のできないことで

あったと思われる。 
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18 ケ村とは、上土・下足洗新田・川合新田・川合・南沼上・国吉田・古庄・下足洗・柳新田・北安東・

池ケ谷（名主儀右衛門）・南（名主十兵衛同伊左衛門）・有永（名主佐平次）・羽高（名主作左衛門）・浅

畑新田（名主孫兵衛）・北（名主太郎左衛門）・東（六左衛門）・下 

 

巴川の蛇行緩流が水害多発の原因でもあったが、さらに長尾川の合流によって、その

流出する土砂が堆積するので水害の誘因ともなり、そのため、いわゆる「瀬
せ

浚
ざら

い」を繰

返さざるをえなかった。そこで長尾川付け替えによって、巴川の土砂堆積を防ごうとい

う発想が生まれ、三回も試みられた巴川治水の掩護
え ん ご

計画であった。 

享保九年（1724）８月に前記十八村より提出された計画文書（岩崎文書）からは、長

尾川を一の瀬～鳥坂村二の宮間の旧河川敷に付け替えて巴川の通水と長尾川土砂の流出

防止とをはかり、巴川浚渫工事の難を免れようというものであった。それに加えて１８

村１万石の田地を水害より救い、巴川の水はけをよくして「沼」の干拓によって六百石

の新田造成、及び従来の巴川工事は各村持ちという、まさに一石三鳥四鳥のプランでは

あった。 

しかし、この計画をもって、上京して訴願し、各村の名主たちが代官所にて事情を聴

取され、「御見分」をうけ、一の瀬間の検地も役人の手により実施されたが、新水路完

成の文書が現在見つかっていないところから、結局は実現をみなかったと思われる。 

このことがあってか、巴川治水は享保年中大躍進をとげることになる。すなわち、享

保十五年（1730）12 月 23 日付の幕府公事
く じ

方役人（勘定奉行たち）から駿府代官山山田

治左衛門への指令によって、巴川の「定 浚
じょうさらい

御普請」（公費による定例浚渫工事）が拡

大定型化された。沿岸各村（天領－幕府直轄領・私領の別なく）からの供出人員・給付

米・土木工法・見廻役（名主）など細かく指示されている。 

また、この時代、３８ケ村文書の中にも新田地主として「神沢清助手代茂七」が署名

していることから、享保時代に一種の流行をみた町人請負新田の一つの手本であり、町

人資本の農村進出の例証としてあげられる。 

  

この開発した新田への年貢について、「反高場
たんたかば

」とか段高とも書かれ、開発されたば

かりの新田などで、地質が粗悪であるか、または容易に水害を受けるような不安定な耕

地には、ただ反別だけを表示し課税率たる石高
こくだか

をつけない土地をさしていったものであ

る。年貢は納めるが低率で、高掛物
たかがりもの

（田地の生産高を標準として課せられる諸掛や村役）

は課せられないのが通例であった。 

この反高場は江戸町人清助が手を引いた後は各村に分譲された説と、時には駿府町人

（四人）が関与して開発に当ったこともあり、巴川浚渫負担金のことや、改修が進めば

反高場も良田に変わっていくので各村の思惑も錯綜したことなど相重り、上土新田その

他の村々と「浅畑沼反高場組合村々」との間で、いわゆる「反高場差 縺
さしもつれ

一件」文化十四

年（1817）より文政三年(1820)という紛争に発展し、嘉永五年（1852）に慣例尊重とい

うことで示談（仲介人の一人に土太夫町萩原四郎兵衛）が成立した。（橋本文書） 

                                  

宝暦四年（1754）12 月には「駿州巴川通所役浚免除願吟味口書
ぐちがき

一件ならびに沼新田請

負人願筋御吟味」 という長い表題の文書が、瀬名川・中吉田・中郷・楠木・堀込の五

村から提出されている。その内容は巴川工事の「御手伝」の免除訴願であったが、不許

可となった。 

 

１８ケ村は（古庄・国吉田・北安東・池ケ谷・南・羽高・有永・東・北・上土新田・

下足洗新田・川合新田・川合・下足洗・上土・豊地新田・受新田、豊地新田は「駿河志

料」によれば安政二年（1855）新開の地となっている。）「巴川浚組合」あるいは「定
じょう

浚

組合」を組織し、この組合の事業として巴川浚渫作業が年々進められていった。 
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そこで問題になるのは「河浚い揚げ砂利」の処理をどうするかということであった。 

これまでのように「両川縁
べり

に揚げ置」いていたのでは、両岸堤防が高くなるばかりで

あり、潰れ地も出来、前述のように中吉田村に砂利置場を設けなくてはならなくなり、

堆積場には借地料を払うことなどの事態が生じてきた。 

宝暦五年（1755）１月１５日付、江戸御普請役宛文書には、その解決策として、揚げ

置いた土砂を舟で浅畑沼へ運んだらどうか、そのため「一ケ年五百人、三年で千五百人

を十人ケ村の自弁で動員するから、舟の建造、竹木諸道具その他の経費を公用にて負担

願いたい」との意見具申をしている。これに対し役所側は、船をも自弁すれば、村々の

意向通り、沼への土砂運搬を許可すると回答してきた。 

村方としては、それでは負担過重であるとし、砂利運搬船二十隻のうち十隻を公費建

造とし、残十隻の建造費四拾両拝借（十年賦返済）の案を以って伺いを立てた。のちこ

れを改めて二十隻建造するが八十両拝借（十年賦返済）、人足五ケ年二千人（一ケ年四

百人、一日の賃金永二十一文六分自弁というように訴願し直した。） 

翌六年（1756）４月、幕府より裁断が下され、前述のように中吉田村等の工事手伝免除

願は不許可にはなったが、若干の軽減はあった。 

１８ケ村請願の砂利処理の件は、時の駿府代官大屋杢之助に請書（瀬本氏提供文書）

を提出して承諾しているので、実施したいと思われる。 

寛政に入っての治水関係は、寛政八年(1796)東村名主彦左衛門の日記の中に散見され

る。 

 

上土小橋より能嶋橋まで三千七百五十六間を改修工事区域とし、さらに「大沼ちゃう

し口より小橋まで千三百八十間」を「新川」願いとし、この両者の経費のうち三百両は   

十八ケ村にて分担し、残額は拝借としたいと願い出ている。 

長尾川の水を田ケ谷よりトンネルにて大沼に導き、沼の排水促進と巴川氾濫防止を企

図したものであったが、役人たちの裁定で長尾川新川・上坂トンネル通水計画は実現を

みなかった。 

「トンネル通水」の構想は羽鳥村名主石上藤兵衛にもあった。彼は遠藤新田の五郎太

夫・安倍口の善右衛門・与左衛門新田の喜八・茶町二丁目甲州屋庄兵衛らと共同して、

安倍川・浅畑沼・巴川の治水開発を企画した。すなわち遠藤新田地元で安倍川をせきと

め、鯨ケ池に入れ、桜峠を切り割り、水を浅畑沼に落す。大雨毎に安倍川の水が土砂を

運んで浅畑沼に堆積する。水量の増した巴川は舟航がより便となる。堰
せき

のため水のなく

なった遠藤新田より下流の安倍川の川敷は開墾して田とする。土砂で埋った浅畑沼もや

がて新田とする。という雄大な計画であった。しかし、この計画もまた実施されなかっ

た。（飯塚伝太郎氏著「静岡市の史話と伝説」より）。 

 

治水工事は、連年定期行事として継続されていたので、労力負担はもとより経費の支

出もかさみ、この支弁方は各村にとって重大関心事であった。そこで官・民一体となっ

て出資し積立金によって工事費を捻出しようとの企画が生れた。文化三年（1806）６月

に駿府代官小野招三郎左衛門が御勘定所（勘定奉行）に提出した伺書（古谷文書）によ

って、その計画を見ることができる。 

まず「浅畑沼付御料・私領拾九ケ村組合」（北安東・上ケ土村新田・浅畑新田・沼新

田・下村新田・古庄・国吉田・北・東・羽高・有永・南・池ケ谷・柳新田・川合・南沼

上・川合新田・下足洗・同新田）が千五百両を基金にして、借入金の据置期間・利子積

立・元利年賦償還法等を定め、十五年後の文政四年（1824）に返済後の利子四百六十五

両余をもって巴川工事を施行しようというものであった。１５ケ年間の定例浚い工事は

人足三千人の「定式」として各村負担するが、文政四年（1821）以後は「定浚御普請」

（幕府直轄工事は取りやめ、積立金が「永久巴川水役御普請金」となる計画であった。   

文政九年（1826）よりいわゆる「定浚仕法利金」による工事が行われるようになった。 
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清水市史によれば天保十年（1839）４月に沿岸４３ケ村より幕府に対し、巴川の屈曲

を直し、流路をゆるやかにする「瀬直し」打願書が提出された。これは天保四年（1833） 

の凶作以来、沿岸農民の強い要望によるものであった。流域各村はその所属（天領・ 

旗本領・私領）の別や工事により被る田畑の損害の多少、治水完成後における受益度の

格差等々をのりこえ、大同団結して意志統一をはかった結果、資金のメドも立ち、設計

図も完成して幕府の許可を待つのみであったが、幕府は財政鞋を理由に不許可とした。 

この瀬直し計画は明治３９年（1906）に再生したという。 

  

「天保十四年（1843）５月付の「巴川新替積立帳」によると総額弐千三百二十六両永

六百五十三文九分一厘となり、巨額な計画であったので、幕府の中止命令により実現し

なかった。  

なお、この工事には清水湊より巴川経由構内町までの「通船路」を啓開しようとして

の「通船路御普請」でもあった。 

着手は上土村巴川境より構内町水落まで。昨年９月より本年弘化元年（1844）正月中、

上土村人家の処堀割南側とも石垣落成した。（今あるところの石垣）。また、巴川通り

も着手して、三日間堀割りしたき、江戸より御用状来り、堀割見合せとなり、そのまま

廃止してしまった。そのため、本年６月ごろより石垣用に取立てたる石が不用石となっ

た）。  

この石切置たる山々は、安倍郡富厚里村・浅畑村・瀬名村・清水山・愛宕山等であっ

た。不用石は翌１５年弘化元（1844）７月２６日に、沓谷・上土新田・東・瀬名・富厚

里・井宮・青木・東新用の八ケ村に払下げになって、この未完成通船路一件は結末がつ

いた。いわゆる「巴川通舟」は巴川自体の清水港までの通運で「新風土記」に記載があ

る。幕末にいたるまでは、既に述べたような「定式普請」によって巴川治水は続けられ

てはきたが、それにもかかわらず、なお「自普請」（自賛工事）をせざるをえなかった。 

安政三年（1856）４月の申合証文（清水市史資料『望月文書』）にみるように、沿岸

１４ケ村が「巴川面縁
べり

、竹木生下り伐り払らい弁に附洲・出崎等切り広げる」作業を相

互に取極め、「洲凌い」も毎年実施し、その「人足入用は村々高割り」で必ず拠出しよ

うということを申合せている。 

安政七年（万延元 1860）３月１日付の村廻状（岩崎文書）は、田の植え付け前に「巴

川通り両川緑草木の切払らい」を告げ、同４月８日付廻状（岩崎文書）には、「定浚い」

では間に合わないので、各村の自普請で、浚渫を実施しょうとの趣旨が盛られている。 

  

このように村々が自己負担で水防に当らなくてはならなかったのは、結局は幕府（代

官所）・藩（小島藩）・旗本などの財政逼迫のため治水事業に対し「不行届」になった

からである。 

よって、慶応四年（1868）８月にいたって、これまで行はれてきた定例の浚渫方式で

は不充分であり、ことに長尾川の押出す土砂を除去するため、組合２１ケ村が 「瀬替

普請」を計画した。その経費は各村が納める「御物成」（雑税）の中から支出し、５ケ

年の年賦で返納するから、この計画を実施して欲しいと願い出た。（沿革詰） 

これは同年７月の「大満水」による水損が激甚であったため、この願書となったもの

である。しかし、幕末－明治の変革期に際会したため、この願いは達せられなかった。 

さらに、沿岸村々にとって打撃だったことは、前述した定式普請用の積立金（定竣仕

法積金）を代官所が流用貸出しを行い、利子稼ぎをしていたところ、これが「コゲツキ」、

各村々へ工事資金を交付することができなくなった。  
 （資料：麻機誌） 
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ⅱ明治以降の治水 

幕末になって、巴川の「自普請」がふえてきたことは前述のとおりであるが、明治新

政府になっても、さし当たり事態は改善されず、各村々は自前で治水事業に当らざるを

えなかった。 

すでに前述のとおり、各村々は定浚組合あるいは水腐組合の名のもとに加盟し、１８

ケ村（時に下村をも加えて１９ケ村）が共同で巴川治水に取組んできた。 

これが明治１０年（1877）１２月に改組されて、１８ケ村で「巴川浚渫水利土功会」

を設置したと記している。 

前述のように、旧暮時代を通じて「巴川定式普請」のため、各村が苦心積立の工事資

金が幕府亙解とともに、これを失ったので、各村々は、ここに規約を改め新発足するこ

ととなった。明治１０年（1877）１２月「巴川定式仕方約定」なるものを申合せ、従来

の１８ケ村の「組合」を継続することとした。（千代田村誌はこの時の組合名を「巴川

浚渫組合」としている）。 

この規定によると各村の負担金は田一反につき金二十四銭（類外田一反につき十三銭）。

畑一反につき金十銭を拠出するとなっている。 

そのため、「吾等組村の興廃存亡」をかけ、普請を続行することとしたのである。 

 

その時は、町村制施行の準備期に当っていたので、旧村から新村への切り替について、

諸問題処理の論議があり、新村長の下に新麻機村が機能していたが、巴川治水について

は、この明治２１年１０月１２日付の「規約書」（橋本文書）に土木・浚渫工事を継続

していくことを「確約」しているのである。 

翌明治２２年（1889）より３０年（1898）までは「水利土功会」（或は「巴川浚渫水

利土功会」・「潅漑用水土功会」）の名によって、巴川治水は経営がつづけられた。 

明治３１年（1898）５月に至り、町村制第百十六号にもとづき、前記１８ケ村は、そ

れぞれ安東・麻機・千代田・豊田の四村に分属し、従来の組合は「千代田村外三ケ村浚

渫組合」となり、大正元年（1912）まで引続いて治水作業に当った。 

ところが、これと併存して、明治３７年（1904）１２月より「巴川水害予防組合」 が

設立認可されており、大正２年（1913）までは、前述「土功会」と二組合両立の形を呈

していた。この二組合の業務分担は必ずしも明確ではないが「沿革誌」によれば、旧来

の浚渫組合は通常の「洲浚い」を、新しい予防組合は、主として改修工事の事務を行っ

ていたことになっている。 

この組合費の賦課は反別割と家屋割の二本立で、田一反につき二十四銭、田・宅地一

反歩につき十銭およぴ家屋一戸につき一律四銭であった。これを翌３９年（1906）７月

に改定した。 

宅地・畑は全区一律、一反歩につき三銭、家屋一戸あたり二銭五厘とされた。地価の

安い土地ほど反当り賦課額が多い。これについては同組合より県知事宛の申請書の中で

理由づけがなされている。反当地価十円未満の土地は最悪条件下にあるので、当組合事

業によっても「全ク害ヲ除クコト難カルベキヲ以テ」の例によらず、適宜の率を定めた

としている。 

この負担額はその後二回、大正１４年（1925）及び昭和２年（1927）改定があった。

各村々はこのような定例負担の外に工事に伴う起債償還をも引受けねばならなかったの

で、村の拠出は相当額に上ったといえる。 

この水害予防組合発足の年、同組合が企画した「河身改修」計画（橋本文書）に基づ

き、水害予防組合が強力に治水工事を推進するようになったので「同功一体」の観のあ

った従来の浚渫組合との合併の議が起り、大正２年（1913）１０月１３日付をもって笠

井信一県知事の認可により、旧来組合が全財産を無償譲与ということで、二組合は「水

害予防組合」として一本化が成った。 

しかし、連年の組合費負担と水害続発という、いわば二重苦は村民にとって「費用ノ

重キニ堪エザラント」する状況であった。 

大正１１年（1922）５月の内者省告示にもとづいて、関係各村・組合は巴川を県費支
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弁による河川編入を計画し、組合内に臨時委貝会を設けて県知事に村し陳情運動を起こ

した。 

この結果、昭和２年（1927）１２月２６日長谷川久一知事の認可により「巴川水害予

防組合」は廃止ときまった。同年の通常県議会の議決を経て、翌３年（1928）７月２１

日付静岡県告示第四〇四号により、巴川は他の１７河川とともに「河川法準用河川」と

して認定された。 

こうした背景の中、昭和４０年から５０年頃には、高度経済成長とともに巴川流域の

市街化が進み、台風などの大雨によって浸水被害が発生するようになった。 

昭和４９年７月７日から８日にかけて発生した「七夕豪雨」は巴川流域の総合治水対

策事業への取り組みの契機となった。 
（資料：麻機誌） 
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（６）交通 

①船運 

麻機地区では、十分な道路が無い代りに舟に依る交通は非常に大切であった。明治５年

頃の文書を見ると、舟の長さ四間四尺、幅四尺二寸で底の平な舟で、南で六人の所有者の

名前を知事宛に申告しているが、その後、近代まで多くの人々が舟を所有している。 

舟で稲を積んできたり漁猟を行ったり、清水からの荷物の運搬などを行っている。 

巴川沿岸は湿田であるため、住民は舟（農家は耕作船を持っていた）を利用することが

多い。田植えともなれば、女は舟に乗り、男が細い道や畦道から舟を曳いていく。 

舟の耐用年数は約１０年であり、駿府の商人や金貸しから１０年賦の借金で造った。 

一般の通行や、米穀、醤油などの貨物輸送には、耕作船を使うことは禁止され、長さ８

ｍ余、幅約１ｍの「小廻り船」と言われる５石舟を利用し、舟は一目でそれとわかるよう

に、赤い布を付けた竹竿を、舳先に立てていた。 

江戸の末期、麻機地区が小嶋領だった頃は、殿様が舟で柳新田から東村の肥付右辺まで

乗って来ているし、御年貢米も有永の郷倉辺から舟で清水まで運んでいる。南の郷倉は八

ツロの舟付き場から出されたと思われる。今も舟付きの地名が残っている。昔は水も多く

沼も広かったと推察される。唐瀬にある更新そば店の横が舟付き場だった。谷久保沢尻も

絶好の舟戸（ふなと）であった。 

昔、東村の石神付近から静岡浅間神社の石鳥居を刻んで、たくさんの舟をつなぎ合せて、

その上に乗せて漕ぎ出したが、漆山の近くで舟が転覆して、鳥居の一本が落ちてしまった。

最近まで落ちた所を棒でつくと、割合浅い処でこつこつと当たりがあったと言う。その他

は十二艘川をさか登って輸送して行った。今でも十二艘川は竜南小学校の横に残っている。 

        （資料：麻機誌） 

 

②巴川運河 

戦国時代を経て、家康が天下を統一した。家康が腰をすえていた当時の駿府は実質的に

日本の首都であった。権力基盤を囲めるうえで家康が描いた計画では、駿府城に海から直

接物を運び込むための運河を造るはずだった。 

これは、駿府を経済の中心にするために不可欠の課題である。当時、大量輸送は海と川

によっており、全国の城下町のほとんどはこうした交通の便を前提に造られている。家康

にとってはぜひとも実現させたい計画だった。 

実際、駿府城の石垣を築くために周辺の山から切り出された大量の石の一部は長尾川の 

上流から川をつかって運ばれている。もし清水港から直接駿府城の堀まで舟がやってくる

ようになれば、清水港は静岡の市街地と有機的に結びつき、静岡・清水は今とは全く違っ

た発展をしていた可能性が高い。 

 さて、駿府城のお堀の水源のひとつは、安倍川上流の鯨ケ池である。池から安倍街道に

沿って南下する水路には、安倍川岸に設けられた水門から取水された水が合わさって堀に

達する。そして余った水は、外堀の東角に造られた水門から構内川に排出され、北街道に

沿って上土まで流れていく。 

江尻から巴川をさかのぼれば上土までは舟が入る。だからこの構内川を拡幅すれば運河

になる、という計画であった。ところが工事に着手すると同時に大量の水が吹き出し、成

功の見込みは皆無、ということがすぐにわかったらしい。即日中止になったとされている。 

 家康以降、何回もこの計画はもち上がったが結局は実現しなかった。一説によると、運

河のかわりに駿府と清水とを結んだのは牛車であり、この業者が反対したからだともいう。  

新規参入を妨げる風は昔もあったとみえる。 

 （資料：記念誌大谷川放水路） 
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③渡し船  

昭和２０年代まで、麻機沼に渡し舟があった。当時の地図を見ると大きな沼を横断して

航路が引かれている。 

（資料：記念誌 大谷放水路） 

 

④道路・交通 

麻機新道が設けられる以前は、すべて徒歩であったが、街道の完成を見ると農車の全盛

時代となり、運搬の重要な手段となった。 

車の製造所は現在の旧清水市元有度村平川地にあった。村内の荷車は概ねここで造られ

たものである。 

自転車は明治 43 年頃 2、3 台のみであったが、大正の末年から昭和 3 年頃にかけて 1 家

に 1 台以上と所有台数が増加し、昭和 9年の市合併時には登録 1，600 台を記録している。 

人力車は、明治・大正時代に幡谷医師が 1 台所有のみであったと言われている。 

乗合馬車は、大正の末年頃 1 台あり、始めは北村から後には池ケ谷の端から浅間前まで

不定期に営業していた。大正 5 年頃自動車を見るに至り、やがて昭和 7年山下自動車会社

がバス運行の許可を得て、後に静岡電鉄となって今日に至っている。 

（資料：麻機誌） 


